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【重点事項】  

1 はじめに   

○ 厳しい雇用失業情勢の中、本年度の生活保護の動向も大きく変動してい  

る。直近の平成20年11月分の福祉行政報告例（速報値）によれば、被  

保護実人員は160万人弱、被保護世帯数は約115万世帯、保護率は  

12．5％0（人口千人当たり12．5人）となっている。また、同月の保  

護開始人員は約2万5千人、対前年同月伸び率は5．9％となっており、  

11ケ月連続でプラスとなっている。   

O T方、現下の雇用失業情勢を踏まえ、各関係機関等において様々な就労  

支援等の施策が講じられているところである。   

○ まず、ハローワーク等においては離職者に対する支援の充実及び運用の  

改善が図られている。具体的には、昨年12月から、①社員寮等の退去を  

余儀なくされた方々への住宅確保のための相談支援、②雇用促進住宅の入  

居あっせん及び③解雇等による住居喪失者に対する就職安定資金融資（住  

宅入居初期費用［最高50万円］、家賃補助費［月額上限6万円、最長6月］、  

生活・就職活動費［月額上限15万円（世帯）、最長6月］等）を実施して  

いる。   

○ また、．昨年11月から、解雇等により離職した派遣労働者等であった者  

で、公共職業訓練を受講する者に対する技能者育成資金融資（月額上限  

12万円（世帯）等）を実施している。その運用については、先月末に禁  

止していたアルバイトを認めることとする等の改善を図っているところで  

ある。   

○ 現下の雇用失業情勢からみて、今後も、今年度末にかけて生活に困窮す  

る者が増加することが見込まれることから、各都道府県等及び実施機関に  

あっては、引き続き、生活保護の相談窓口を訪れる相談者の事情や要望に  

応じて、、以上のような施策の概要や相談窓口も含めて、懇切丁寧な情報の  

提供と支援を行っていただきたい。また、ハロー．ワーク等の関係機関、及  

び各自治体の労働担当部局や住宅政策担当部局等との連携について、 より  

一層の強化をお願いする。  
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○ なお、生活保護以外の支援等の情報を相談者に紹介する際には、相談者   

の生活保護の申請権を侵害することはもとより、申請権を侵害していると   

疑われるような行為も厳に慎むよう、ご留意願いたい。  
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2 生活保護基準の見直し   

（1）生活扶助基準の見直し及び改定について  

・ 生活扶助基準については、平成19年度に、全国消費実態調査等  

の結果を基に専門家による検証を行った結果、現行基準は一般の低  

所得世帯の消費実態と比べて高いという結果が得られた。  

このため、消費の実態に適合したものとする見直しについて検討  

を行ったが、原油価格の高騰が消費に与える影響等を見極めるため、  

平成20年度は据え置きとし、平成21年度予算編成過程で適切に  

対処することとしたところである。  

その後の物価、家計消費の動向を見ると、昨年2月以降の生活関  

連物資を中心とした物価上昇は、国民の家計へ大きな影響を与えて  

おり、また、「100年に1度」と言われる昨年9月以降の世界的  

な金融危機は実体経済へ深刻な影響を及ぼしており、国民の将来不  

安が高まっている状況にあると考えられる。  

平成21年度は、昨年度  このような現下の社会経済情勢に鑑み、   

に引き続き鋤くこ  

ととした。（別紙1参照）  

（2）母子加算の見直し及び就労支援の強化について   

ア 基本的な考え方と現在までの取組   

・ 生活扶助の母子加算については、母子加算を含めた生活扶助の基準  

額が、一般の母子世帯の平均的な消費水準を上回っていたことから、  

生活保護を受ける母子世帯と一般の母子世帯との公平性の観点等を踏  

まえ、平成17年度から一律・機械的な母子加算を段階的に廃止する  

世帯の自立に向けた給付に転換したと  一一方で、新たな給付を創設し、   

ころである。   

具体的には、①平成17年度に「高等学校等就学費」を創設して、  

3年間の高等学校就学に必要な費用を保護費から支給の対象とし、教  

②また、平成19年  育費の給付を義務教育から高等学校へ拡大した。  

度には「ひとり親世帯就労促準費」を創設し、  就労している又は就労   
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支援プログラムに参加する等職業訓練を受け自立に向けて努力してい  

る母子世帯等に対して、  新たに給付金を支給することとした。③さら  

に、平成17年度以降、「就労支援プログラム」瑚状  

況に応じた支援や福祉事務所と／＼ローワークと㈱  

受給者等就労支援事業を推進しているところである。  

イ「ひとり親世帯就労促進費」の周知及び活用の徹底（平成20年度）   

15歳以下の児童を養育する母子世帯等については、現在、母子加   

算が支給されているが、この加算は、平成21年3月に終了し、「ひ   

とり親世帯就労促進費」の給付に移行する。   

この「ひとり親世帯就労促進費」は、就労している又は就労支援プ  

ログラムに参加する等職業訓練を受け  自立に向けて努力している母子  
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世帯等を支援するとともに、  就労阻害要因のない未就労の母子世帯等  

に対しては就労意欲を向上させる効果が期待できる重要な就労支援策  

であり、就労阻害要因のない全ての申子世帯等が対象と輿とが撃  

まれる。  

このため、保護の実施機‡関におかれては、平成21年3月までに、  

母子加算が算定されている各世帯について、 就労状況や就労支援状況  

を的確に把握し、  

①しひとり親世帯就労促進費」の趣旨及び支給要件が十分に被保護   

世帯へ理解されるよう、僻塵じて、そ   

の周知を図るとともに、   
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② 本人の同意が得られる場合には、瑚  

労の母子世帯等を「就労支援プログラム」の対象とする、   

など、母子世帯等へ聯即こ留意して、「ひ   

七り親世帯革労促進費」（卿されたい。  

※ なお、別紙2については、平成21年1月21日の全国厚生労働関係部局   

長会議資料32頁においてお示ししたところであるが、「ひとり親世帯就労   

促進費」の支給要件である「就労支援プログラム」への参加が分かりづら   

いものとなっていたため、若干の修正を行っている。  
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ウ よりきめ細やかで一貫した就労支援（ステップアップ支援）の実施   

母子世帯等への就労支援については、現に就労や職業訓練を行って   

いる母子世帯だけではなく、就労阻害要因のない末就労の母子世置屋  

についても、 殖   

ことが重要である。  

このため、平成21年度予算（案）において、 「就労意欲や生活能  

力・就労能力が低い」、「就労経験がない」などの就労に向けた課題  

をより多く抱える被保護者を対象として生活能力向上のための訓練や  

カウンセリング等の支援を行う†革労意欲喚起等支援事業」（28頁  

参照）を計上しているところである。  

・平成21年度においては、稗田や   

むで一貫した就労支援（ステップアップ支援Lをお願いする0（別紙  

3参照）   

（3）産科医療補償制度への対応について  

して脳性麻痩となった子及びそ   1日から、分娩に関連  平成21年1月  

癖（以‾F「産科医療   
補償制度」という。）カ卿。これに伴い、産科医療補償制   

度に加入する医療機関等の出産費用の上昇が見込まれたことから、平成   

20年12月22日付けで「生活保護法による保護の実施要領について」   

（昭和38年4月1日社発第246号厚生省社会局長通知。以下「保護の実施   

要領（局長通知）」という。）の一部改正を行ったところである。これ   

により、平成21年1月1日から、産科医療補償制度の対象となる出産   

の場合には、3万円の範囲内において出産扶助の特別基準の設定があっ   

たものとして、追加的に必要となる費用の額を認定できることとしたの   

で、了知の上、出産扶助の適用にあたってご留意願いたい。（別紙4参   

照）   

（4）その他   

鍬生墓蓼助の技能修得費（高等学校等就学費を   

除く。）については、それぞれの扶助の性格を踏まえ、費用の実態等を  

を実施することとしている。  勘案し、所要の改定   
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（別紙1）平成21年度予算（案）における基準額（月額）の具体的事例  

1・単身世帯【68歳】  
（月額：単位：円）  

1級地－1  1級地一2  2級地－1  2級地－2  3級地－1  3級地－2   

生 活 扶 助   80，820  77，190   73，540   69，910  66，260  62，640   

住 宅 扶 助  （注）   53，700  45，000   41，000   35，400   31，000  26，200   

合 計   134，520  122，190  114，540  105，310   97，260   88，840   

医療扶助、介護扶助等   上記額に加えて、医療、介護等の実費相当が必要に応じ給付される。   

注 住宅扶助の額は、1級地－1：東京都区部、1級地－2：千葉市、2級地－1：高松市、2級地－2：日立市、  
3級地一1：輪島市、3級地－2：八代市とした場合の20年度に掛ナる上限額の例である。  

2．3人世帯【33歳、29歳、4歳】  
（月額：単位：円）  

1級地－1  1故地－2  2級地一1  2級地－2  3級地－1  3級地－2   

生 活 扶 助   167，170  159，870  152，580  145，270  137，980  130，680   

就労収入が手元に残る額（勤労控除）（注1）  23，220  23，220   23，220   23，220   23，220  23，220   

住 宅 扶 助  （注2）  69，800  59，000   53，000   46，000   40，100  34，100   

合 計   260，190  242，090  228，800  214，490  201，300  188，000   

医療扶助、出産扶助等   上記額に加えて、医療、出産等の実費相当が必要に応じ給付される。   

注1 就労収入が10万円の場合の例。  

注2 住宅扶助の額は、1故地－1：東京都区部、1級地－2：千葉市、2級地－1：高松市、2級地－2：日立市、  

3級地－1：輪島市、3級地－2：八代市とした場合の20年度における上限額の例である。  

注3 学齢期の子がいる場合には、教育扶助として学用品費、教材代等が別途給付される。  
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3．母子2人世帯【30歳（就労）、4歳】  
（月額：単位：円）  

1級地－1  1級地－2  2級地－1  2級地－2  3級地一1  3級地－2   

生 活 扶 助   121，360  116，120  110，890  105，640  100，420   95，170   

ひとり親世帯就労促進費   10，000   10，000   10，000   10，000   10，000   10，000   

就労収入が手元に残る額（勤労控除）（注1）  23，220   23，220   23，220   23，220   23，220   23，220   

住 宅 扶 助  （注2）  69，800   59，000   53，000   46，000   40，100   34，100   

合 計   224，380  208，340  197，110  184，860  173，740  162，490   

医療扶助等   上記額に加えて、医療等の実費相当が必要に応じ給付される。   
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注1 就労収入が10万円の場合の例。  

竜生2 住宅扶助の額は、1級地－1：東京都区部、1故地－2：千葉市、2級地－1：高松市、2故地－2：日立市、  

3級地－1：輪島市、3級地－2：八代市とした場合の20年度における上限額の例である。  

注3 学齢期の子がいる場合には、教育扶助として学用品費、教材代等が別途給付される。  t
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（別紙2）  

福祉事務所からのお知らせ   

15歳以下のこどもを養育される母子世帯等の方へ  
l  

t  

1  

1 ：・平成21年4月から母子加算はなくなります。  
∴ ただし、働いている方や、00市で策定した「就労支援プログラム」に参加す l  
： るなど働くための訓練をしている方には、就労自立を支援するため、  

： 毎月5干円′〉1万円の給付金が支給されます。  

母子加算については、母子加算を含めた生活扶助の額が、一般の母子世帯の平均  
I  

：的な消費水準を上回っていたため、生活保護を受ける母子世帯と一般の母子世帯と  

：の公平性の観点から、一律・機械的な給付を見直し、世帯の自立に向けた新たな給  
l  

：付に転換したところです。  
1  

I  

したがって、平成21年4月から現在支給されている生活保護費の一部（母子加  
l  

：算）がなくなりますが、働いている方や、00市で策定した「就労支援プログラム」  
l  

：に参加するなど働くための訓練をしている方には、ひとり親世帯就労促進費とし  

l ！て、以下の金額が支給されることとなります。  

○ ひとり親世帯就労促進費の支給要件と金額  
1  1  1  

；（就労収入が3万円以上の場合）  月額：1万円  

：（就労収入が3万円未満の場合、働くための訓練をしている場合） 月額：5千円  

○就労促進費が支給される場合（働くための訓練の例）  

・ 公共職業訓練に取り組んでいる場合  

■ 専修学校等において、生業の維持に役立つ生業に就くために必要な技能  

の修得に取り組んでいる場合  

・ コンピューターの基本機能の操作等就職に有利な一般的技能の修得、コ  

ミュニケーション能力等就労に必要な基礎的能力の修得、職場適応訓練、  

就労意欲の喚起を目的としたセミナー等を受講している場合  

・各自治体において策定されている就労自立支援に関するプログラムに参  

加（生活保護受給者等就労支援事業を含む。）している場合  

仕事の経験の少ない方や働くことが不安な方でも、まず、初歩的な就労能力など  

を目的とした職業訓練や、00市で策定した「就労支援プログラム」に参加すれば、  

これらの給付が支給されますので、担当のケースワーカーにご相談ください。  
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生活保護を受ける母子世帯等の自立に向けたステップアップ支援  

福祉事務所における自立に向けた支援策  現状において就労阻害要因のない母子世帯等  

・個別のニーズに応じた自立支援プログラムの活用、公  

共職業訓練、専修学校との連携による更なる稼働能力  
の向上  

・ひとり親世帯就労促進費（月塩 10．000円）の支給  

・子供の教育費（小・中学校の教育扶助、高等学校等就  

里萱）の支給  

就
労
自
立
の
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
指
導
 
 

月額3万円以上の   

就労母子世帯   

■個別のニーズに応じた自立支援プログラムの活用、公  

共職業訓練、専修学校との連携による稼働能力の向上  

・ひとり親世帯就労促進費（月額5，000円）の支給  

・子供の教育費（小・中学校の教育扶助、高等学校等就  

豊畳）の支給  

月額3万円未満の   

就労母子世帯  
護】  

職業訓練中の母子世帯  

（就労支援プログラムに参加等）  

－
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・個別のニーズに応じた自立支援プログラム活用による  

・子供の教育費（小・中学校の教育扶助、高等学校等就  

掌畳）の支給   

未就労の母子世帯  
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補償の仕組み   

○ 分娩機関と妊産婦との契約に基づいて、通常の妊娠・分娩にもかかわらず脳性麻痺となった者に補償金を支払う。   

○ 分娩機関は、補償金の支払いによる損害を担保するため、運営組織が契約者となる損害保険に加入する。   

（※ 対象者推計数：年間概ね500～800人）  

常の妊娠一分娩にもかかわらず脳性麻痔となった場合とする。  
・出生体重2，000g以上 かつ 在胎週数33過以上 ■ 身体障害者等級1・2級相当の重症者  
・先天性要因等の除外基準に該当するものを除く  冒  

○ 出生体重・在胎退散の基準を下回る場合でも、在胎退散28過以上の者については、個別審査  （．D  

（掛＿．＿金）＿＿＿薫査胎過熱超過以降曙分娩に限るL   

一分娩当たり 30，000円  

○ 都道府県がHP等を通じて行う医療機能に関する情報提供の項目に本制度の加入状況を追加  

○ 医療機関が広告できる項目に本制度加入を追加  ○ 診療報酬上の算定要件に本制度加入を追加  

○ 母子健康手帳の任意記載事項に塵科医療補償制度を追加 ○ 加入機関での分娩に出産育児一時金を3万円加算  

（35→38万円）  ○（財）日本医療機能評価機構のHPを通じて加入分娩機関を公表   

その他  

○ 紛争の防止■早期解決のために、医学的観点から事例を分析し、結果を両当事者にフィード／くック  

○ 原因分析された各事例の公開により、同種の医療事故の再発防止等を図る。  

○ 遅くとも5年後を目処に、制度内容について検証し、適宜必要な見直しを行う。  

（注）1．平成21年1月時点の加入率：病院・診療所99％，助産所95％   

2．出産育児一時金は、平成21年10月から平成22年度末までの間、4万円加算（38－→42万円）される。   
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3 自立支援の充実・強化   

（1）自立支援プログラムの一層の推進について  

生活保護制度において、自立の助長は、最低生活の保障とともに制度  

の目的である。当省では、平成16年12月の社会保障審議会福祉部会  

生活保護制度の在り方に関する専門委員会の最終報告書等を受けて、生  

活保護制度において、経済的な給付を行うだけではなく、生活困窮者の  

自立の助長に関し、自立・就労を積極的かつ組織的に支援する仕組みを  

強化することとし、その実施方法として平成17年度に「自立支援プロ  

グラム」を導入したところである。  

今一度、自立支援プログラムの導入の趣旨、目的及びメリットを確認  

すると、以下のとおりである。  

自立支援プログラムでは、被保護者の自立に向けて、①管内の被保護  

世帯全体の状況を把握し、②被保護者の状況や自立阻害要因を類型化し、  

それぞれの類型ごとに取り組むべき自立支援の具体的内容や実施手順等  

を定め、③これに基づき個々の被保護者に必要な支援を組織的に実施す  

ることとしている。これによって、被保護者が抱える様々な問題に対し、  

これを解決する「多様な対応」、保護の長期化を防ぐ「早期の対応」、  

効率的で一貫した組織的取組を推進する「システム的な対応」が可能と  

なるものである。  

平成17年度の自立支援プログラムの導入以降、各自治体においては、  

プログラム導入の趣旨への理解が進むと同時に、それぞれの地域資源等  

を活用した創意工夫に富む様々なプログラムの策定が進んでおり、その  

積極的な取組に対して感謝を申し上げる。  

しかしながら、自治体によっては、多様な対応を可能とする自立支援  

プログラムの策定が進んでいない自治体、あるいは、プログラムは策定  

されているもののプログラムを活用した自立を■支援する改組が進んでい  

ない自治体など、その取組状況にばらつきも見られるところである。  

また、現下の経済・雇用情勢から見れば、被保護者の就労支援を始め  

とする自立支援プログラムの取組は、その導入時以上に重要度が増して  

おり、生活保護行政を進めるに当たって、大きな柱であることを再認識  
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する必要がある。   

このような状況を踏まえ、当省では、平成21年度においても、自立  

支援プログラムの更なる推進を図るため、   

① セーフティネット支援対策等事業費補助金による自治体の実施体  

制整備の支援拡充   

② 生活保護受給者等就労支援事業の推進及び労働行政等関係機関と  

の連携の強化   

③ 自治体における取組状況に関する情報の提供  

等により、引き続き、自治体の取組を支援していくことから、各自治体  

においても、 一層の努力をお願いしたい。  

ア 自立支援プログラムの策定状況について   

平成20年12月未現在の自立支援プログラムの策定状況は、下表   

のとおりであり、平成19年度末と比べ各自治体の策定は進んでいる   

ところである。  

被保護者の抱える課題は多様化しており、各自治体においては、引   

き続き、保護動向等に対応した更に幅広い自立支援プログラムの策定   

に取り組まれたい。特に、①現下の雇用情勢の影響で失業したこと等   

により新たに保護が開始された者に対する早期の就労支援に関するプ   

ログラム、②母子世帯に対する就労支援等に関するプログラムについ  

て、充実・強化をお願いする  
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【自立支援プログラム策定状況】  
（単位：プログラム）  

20年   20年  

3月末   12月末   
増加数   

経済的自立に関する自立支援プログラム   1，360  

（834）  （854）  

（生活保護受給者等就労支援事業活用プログラムを除く）   （96．1％）   

1，269  

日常生活自立に関する自立支援プログラム   （578）  （634）  

（66．6％）   

240  289  

社会生活自立に関する自立支援プログラム   （173）  （213）  

（19．9％）    （24．4％）   

計   2，869  3，221  ＋352   

※中段の（）書きは策定自治体数、下段の（）書きは総自治体数に占める策定自治   

体数の割合。（なお、総自治体数（都道府県・市・福祉事務所設置町村の合計数）は、   

20年3月末は868自治体、20年12月末は873自治体である。）  

※日常生活自立に関する自立支援プログラム及び社会生活自立に関する自立支援プログ   

ラムについては、プログラムのコードを一部組み替えたため、20年3月末の数値と   

20年12月末の数値は、単純に比較できない。   

また、平成20年度においては、すべての自治体において、堕透萱  

理等に関する自立支援プログラムの策定をお願いしているところであ  

る。平成20年12月までの策定状況及び平成21年3月までの策定  

見込みは、下表のとおりである。   

まだ策定していない自治体については、平成20年度生活保護担当  

指導職員ブロック会議資料に掲載してある自治体の例等も参考に、皇  

急な整備をお願いしたい。  
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【債務整理等に関する自立支援プログラムの策定状況】  
（単位：プログラム）  

20年   20年  
21年  

3月末  
3月末   12月末    （見込み）   

151  315  702  

債務整理等に関する自立支援プログラム   （142）  （629）  

（16．4％）  

※中段の（）書きは策定自治体数、下段の（）書きは総自治体数に占める策定自治   

体数の割合。（なお、総自治体数（都道府県・市・福祉事務所設置町村の合計数）は、   

20年3月末は868自治体、20年12月末は873自治体である。）  
※21年3月末（見込み）の数値は、20年12月末時点において策定済みであるプロ   

グラム数に、平成20年度中の策定予定として各自治体より情報提供のあったプログ   

ラム数を加えたものである。  

イ 自立支援プログラムの実施状況について  

各自治体において自立支援プログラムの策定が進むに伴い、その参   

加者も増加している。平成19年度と平成20年4月～12月のプロ   

グラムへの参加者数を比較すると、下表のとおりである。  

【自立支援プログラム実施状況】  
（単位：人）  

19年度   20年4月～12月   

経済的自立に関する自立支援プログラム   61，728   

（生活保護受給者等就労支援事業活用プログラムを除く）   （40，195）   
69，720  

36，814  
日常生活自立に関する自立支援プログラム   （34，288）   23，401   

社会生活自立に関する自立支援プログラム   2，690 （2，212）   14，433   

合  計   101，232  
107，554   （76，695）  

※19年度の上段は19年4月～20年3月の参加者数、下段の（）書きは19年4   
月～12月の参加者数。  

※日常生活自立に関する自立支援プログラム及び社会生活自立に関する自立支援プログ   

ラムについては、プログラムのコードを一部組み替えたため、20年3月末の数値と   

20年12月末の数値は、単純に比較できない。  
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